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東京外かく環状道路は、都心から約15km圏を環状方向に結ぶ延長約85kmの自動車専用道路で、放射方向の

広域幹線道路を相互に連絡して、都心に集中する交通や通過する交通を分散・バイパスさせる役割を果たす環

状道路です。 

 現在、東京圏では人・物が東京に一極集中する構造となっており、放射方向の広域幹線道路の整備に比べ、

環状方向の幹線道路の整備が遅れていることから、都心部を中心に交通渋滞が慢性化しています。 

 この交通渋滞の発生は、都市活動の低下や東京における経済の高コスト、交通環境等に影響を及ぼしていま

す。また、交通が集中する幹線道路の沿道環境については、依然として深刻な状況となっています。 

 このため、都心への人口の集中と都市機能の集積に伴い発生する交通を迂回・分散させる環状方向の道路ネ

ットワークの整備が必要不可欠となっています。 

 また、都市機能の向上を図るため、現状の経済・社会活動を維持しながら都市構造の再編が進められており、

都市構造の再編に伴い周辺地域との広域的な地域連携を強化するうえでも環状道路の整備が緊急の課題となっ

ています。 

 計画路線の整備により、日本の大動脈である東名高速道路と東北自動車道、常磐自動車道等の各放射幹線道

路が連絡されることから広域的な機能分担が図られ、幹線道路では交通の分散による交通渋滞の緩和、移動や

輸送の時間短縮や沿道環境の改善に寄与します。 

 また、周辺地域においては、環状八号線等において、交通渋滞の緩和、沿道環境の改善、生活道路における

交通事故の減少による安全性の向上等の効果が期待されます。 

 

１ 東京外かく環状道路の概要 

 

（１）首都圏における道路交通ネットワーク 

   

 

 

●東京外かく環状道路 

「埼玉区間」 関越道～三郷南ＩＣ      約34ｋｍ  開通（平成17年11月） 

 「千葉区間」 三郷南ＩＣ～東関東道     約16ｋｍ   開通(平成30年6月) 

  「東京区間」 関越道～東名高速      約16ｋｍ   事業中(平成21年5月整備計画決定) 

 「東名以南」 東名高速～湾岸道路     約20ｋｍ   予定路線 調査中 

 

●３環状９放射ネットワーク構想 

 

 

※ 環境影響評価書 

都市高速道路外郭環状線（世田谷区宇奈根～練馬区大泉町間）事業 

平成19年3月 東京都 

第4章 都市計画対象道路事業の目的及び内容 から抜粋 

○中央環状線 

 位  置：都心から半径約8ｋｍ 

 総 延 長：約47ｋｍ 

 開通状況：全線開通（平成27年3月） 

 

 

○圏央道 

 位  置：都心から半径約40～60ｋｍ 

総 延 長：約300ｋｍ 

開通状況：約270ｋｍ 

※ 国土交通省関東地方整備局ＨＰより抜粋 

    開通区間 

       未開通区間 

（平成30年6月時点） 
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（２）都市計画の概要  (平成19年4月都市計画変更決定・平成27年3月都市計画変更決定) 

 

①東京外かく環状道路（関越～東名）の計画概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※
大
泉
J
CT
を
除
く
J
CT
及
び
IC
の
名
称
は
仮
称
 

  

 

 

 

 

 



3 

 

②世田谷区内の都市計画線 （延長 約3ｋｍ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 砧地域（東名ジャンクション）概念図  １／２ 

 

 

 

 

 砧地域 （東名ジャンクション）                             烏山地域 （東八道路インターチェンジ、中央ジャンクション） 

 

 

 

 概念図（平成27年7月）  (P4～7)  

■概念図について 

・本図は都市計画道路を、赤色の線で示しています。 

・本図は都市計画上の権利制限の範囲、用地買収の区域、区分地上権設定の区域、大深度法適用区域を示すもの 

ではありません。 

・本図に示されている都市計画線は、建築確認や土地取引等に伴う都市計画道路の境界確認に用いることはでき 

ません。 

・本図の地形図は、現在の建物の立地状況と合致していない場合や多少の誤差があります。 

・本図に示す構造物以外に、地下には、換気に必要な管路や避難路が設置されます。 

・外環の整備に伴い付け替えが必要となる道路については、今後、ご意見を聴きながら検討を進めます。 

・目白通りインターチェンジ付近の練馬主要区道33号線から目白通りまでの区間については、外環又は外環2と 

して整備する範囲を示しています。なお、地表部（連結路を除く）の整備形態については、関係機関との協議に

より検討を進めます。 

 

■凡例 

 

※ 世田谷区道路網図（令和2年4月1日現在）から抜粋 
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ア 砧地域（東名ジャンクション）概念図  １／２ 
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イ 砧地域（東名ジャンクション）概念図  ２／２ 

 

 

ウ 烏山地域（東八道路インターチェンジ、中央ジャンクション）概念図 
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   ウ．烏山地域（東八道路インターチェンジ、中央ジャンクション）概念図 
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エ 断面図 

（ア）①－①・②－②地点（砧地域（東名ジャンクション）概念図1／２図内） 

  

  （イ）③－③付近・④－④地点（砧地域（東名ジャンクション）概念図２／２図内） 

         

   （ウ）⑦－⑦・⑧－⑧地点（烏山地域（東八道路インターチェンジ、中央ジャンクション）概念 

図内） 

 

 

 


